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事案 (2) 町内会等へ委託している市の敬老祝賀事業について 

対象機関 健康福祉部高齢者支援課 

苦情の趣旨 

自身が居住している町内会が行う敬老会の参加者と不参加者に対する対

応が委託契約の契約違反にあたるのではないか。また、当町内会では過去

に 75歳未満の高齢者も敬老会の対象としていたと記憶しているが、委託契

約における対象者を 75歳以上と明記した根拠を教えてほしい。 

 

（苦情の趣旨及び理由は整理しました。） 

 中止の理由 
 令和 6年 12月 24日付けで申立人から取下書が提出され、同日付けで受 

理したことによる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


